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環境情報の利用促進に関する検討委員会 

ＩＣＴによる環境情報利用促進ワーキンググループ（中間報告） 
 

 

【概要】 

 目的：ＩＣＴを利用した情報基盤による環境情報利用促進策等について検討 
      ※ＩＣＴ（インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジー 情報通信技術） 

 

 ワーキンググループ委員（敬称略）： 

 大塚 玲奈 株式会社エコトワザ 代表取締役 

 倉橋 麻生 株式会社グッドバンカー SRI アナリスト 

◎ 坂上 学 法政大学 経営学部経営学科 教授 

 杉浦 康之 日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社 ＣＳＲ調査室  課長 

 寺瀬 哲 株式会社サトー 経営企画本部 総務部 ＣＳＲグループ 専門部長 

 渡邉 華奈 日本アイ・ビー・エム株式会社 環境統括 環境管理推進係長 

 和田 芳明 株式会社ＮＴＴデータ パブリック＆フィナンシャル事業推進部 グロー

バル推進部 グローバル推進担当部長 

 ＜オブザーバー＞ 

 黒崎 美穂 ブルームバーグ エルピー グローバルデータ部 ESG アナリスト 

◎座長  

 

【検討の経緯】 

 ワーキンググループ会合 

 第1回 

 日時：2011年9月29日  9:30～11：30  

 議題：バリューチェーンマネジメン（ＶＣＭ）・金融機関での企業評価にお

ける環境情報の利用、ICTの利用可能性 

 配布資料：①VCM取組み、②金融における環境情報利用について 

 第2回 

 日時：2011年11月10日  15:00～18：00 

 議題：環境経営において求められる環境情報、ICT利用のあり方 

 配布資料：①論点、②ブルームバーグの取組み、③環境経営において

求められる取組（総括質問票）、④環境情報利用ICTが備えるべき要件

案、⑤既存の行政宛報告制度の紹介、⑥環境政策との連携策案 

 

 

 

資料４－１ 
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【検討の前提】 

ＩＣＴを利用した情報基盤による環境情報利用促進策に関して、企業間取引（ＢｔｏＢ）、

金融及び行政における利用を想定した重要な環境情報の内容、ＩＣＴを利用した情報基盤

の必要性や利用可能性等について検討した。 

 

なお検討にあたっては、将来的に環境報告において開示される環境情報の内容が整

備されていくことを前提として、ＩＣＴを利用した情報基盤について議論を行っている。 

基本的に環境情報の開示が進んでいない売上高1000億未満の企業を主な対象として

いる。しかし、規模の大きな企業におけるＩＣＴを有効利用した開示の促進にも、将来的に

は関連すると考えられる。 

 

【検討内容】 

（１） ＢｔｏＢ及び金融に共通の情報内容 

売上高1000億未満の企業が環境情報の提供を行う上ではメリットが必要であり、他方

で環境情報の利用者にとっても環境情報基盤を利用するメリットが必要。 

 

環境経営を促進する観点から、環境経営に取組む企業がメリットを感じられる仕組みと

するため、ＢｔｏＢ、金融において環境経営に取組む企業に対する評価するための重要な

環境情報の内容を検討した。 

 

環境経営の評価項目としては、以下が挙げられた。 

 環境経営の重要な項目 

① （ＢｔｏＢ）「PDCAに沿い最大限の努力をしているか」を評価 

② （環境金融）「影響（リスク・チャンス）への対応・計画」を評価 

 

これらの評価を行う上では、定量情報、定性情報の双方が必要である。 

 「定性情報」は評価において重要 

 「定量情報」は定性情報の基礎・裏付けとして不可欠 

 

これらを踏まえ「重要な環境情報」として、以下2種類の区分による整理が必要となる。 

 

 

 

① 業種横断的に全ての企業が提供する「重要な環境情報」 

② 業種に固有の「重要な環境情報」 
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また、売上高1000億未満の企業における作業負荷や、既に環境情報開示が進んでい

る企業の状況を考慮すると、環境報告において各企業が提供すべき情報としては、以下

に整理できる。 

 

 

 

 ※参照：共通質問フォーマット「環境経営において求められる取組（総括質問票）」（案） 

 

 

（２） ＢｔｏＢ及び金融に共通のＩＣＴに関する事項 

重要な環境情報を開示する環境情報ICTに求められる要件（ＩＣＴを利用した場合の効

果）として、以下が挙げられた。 

 経済性：安価で運用可能 

 可用性：システム機能変更・拡張に対応が容易 

 信頼性：誤変換されない形式（オリジナル情報を直接利用可能） 

 整合性：重要な開示項目の定義が必要 

 利用可能性： 

 （必須）全ての企業による最低限の情報開示 

（グリーン調達要請事項など） 

 （任意）画一的な情報でなく利用者が取捨選択可能 

（自社事業の売りとなる情報など） 

 

また、ＩＣＴを利用する場合の留意点として、情報提供側・情報利用者側の観点から、以

下のような指摘がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① （共通事項）必要不可欠な「重要な環境情報」（重要な課題など） 

② （追加事項）付加的な取組に関する情報（アピールなど自由記載） 

（情報提供側） 

 利用目的が明確でないと情報を開示できない点 

 既に環境報告を実施している企業の追加的負荷が大きくないよう配慮

が必要 

（環境情報の利用者側） 

 利用者の利用目的に配慮し、既存の環境情報の開示データベース等

にはない利便性等を付け加えなければ、利用されない 



4 
 

上記を踏まえ、売上高1000億未満の企業に利用されるＩＣＴの構築の留意点としては、

以下の事項が挙げられた。 

 

 

 

（３） ＢｔｏＢ、金融及び行政によるＩＣＴに関する個別検討事項 

ＢｔｏＢ、金融及び行政における個別の検討事項は以下のとおりである。 

 

① ＢｔｏＢに利用するICT 
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② 金融に利用するICT 

 

 

③ 行政報告に利用するICTの検討内容  

 

 

 

以上 
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（参考） 行政報告視点からの検討内容に関するイメージ 

 

 


